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１．ＮＴＴ東・西は、公社時代に国民負担で敷設した線路敷設基盤を占有。

２．加入者回線区間の①電話線（メタル回線）、②光ファイバ、③局舎、④管路・とう道、⑤電柱等は、電気通信

事業に必要不可欠な「ボトルネック設備」。

１．ＮＴＴ東・西は、公社時代に国民負担で敷設した線路敷設基盤を占有。

２．加入者回線区間の①電話線（メタル回線）、②光ファイバ、③局舎、④管路・とう道、⑤電柱等は、電気通信

事業に必要不可欠な「ボトルネック設備」。

ＮＴＴビル

④管路・とう道
通信用ケーブル ①電話線（メタル回線）

ＮＴＴのボトルネック設備

お客様宅

⑤電柱

④管路・とう道 ＮＴＴ保有電柱：1,190万本
ＮＴＴ保有管路：67万Km（地球を16周半）

加入者回線区間

②光ファイバ

③局舎

同じ線路敷設基盤を
利用

ＰＳＴＮ 地域ＩＰ網

メタル回線用
伝送装置

光ファイバ用
伝送装置

ＮＧＮ

＜問題点＞

【参考１】ボトルネック設備（1/2）
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１．通信ネットワークがＰＳＴＮ・地域ＩＰ網・ＮＧＮのいずれであれ、国民の負担で作られたＮＴＴの通信用の線路

敷設基盤上に構築されるアクセス回線は、メタル回線・光ファイバの双方とも、ボトルネック設備であるとい

う本質は不変。

１．通信ネットワークがＰＳＴＮ・地域ＩＰ網・ＮＧＮのいずれであれ、国民の負担で作られたＮＴＴの通信用の線路

敷設基盤上に構築されるアクセス回線は、メタル回線・光ファイバの双方とも、ボトルネック設備であるとい

う本質は不変。

加入電話 フレッツ・ＡＤＳＬ ＮＧＮ
ひかり電話

Ｂフレッツ
ひかり電話

ボトルネック設備メタル回線
（指定設備）

光ファイバ
（指定設備）

ＮＧＮ

ひかり電話網 指定設備
とすること
が必須

いずれもボトルネック設備と一体のネットワーク

地域ＩＰ網ＰＳＴＮ

ひかり電話網
指定設備 指定設備

非指定設備
⇒本来は
指定設備

＜問題点＞

【参考１】ボトルネック設備（2/2）
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＜問題点＞

１．加入者回線サービスにおけるＮＴＴ東・西の独占状態は継続。

２．わずかに加入者獲得競争が行われているドライカッパ電話やＡＤＳＬでさえ、ＮＴＴ東・西が一人勝ちのＦ

ＴＴＨへ集約されつつある状態。

３．既存網からＮＧＮ、メタル回線から光ファイバへの移行に伴い、加入者獲得競争はますます困難になり、

ボトルネック設備の優位性を持つＮＴＴ東・西の独占は継続、拡大する可能性。

１．加入者回線サービスにおけるＮＴＴ東・西の独占状態は継続。

２．わずかに加入者獲得競争が行われているドライカッパ電話やＡＤＳＬでさえ、ＮＴＴ東・西が一人勝ちのＦ

ＴＴＨへ集約されつつある状態。

３．既存網からＮＧＮ、メタル回線から光ファイバへの移行に伴い、加入者獲得競争はますます困難になり、

ボトルネック設備の優位性を持つＮＴＴ東・西の独占は継続、拡大する可能性。

アナログ回線 ＩＰ（ＡＤＳＬ） ＩＰ（ＦＴＴＨ）

光ファイバメタル回線

地域ＩＰ網
既存電話網
（ＰＳＴＮ）

マイライン
加入電話 等

インターネット接続
お客様間データ通信
０５０ ＩＰ電話 等

映像配信
インターネット接続
お客様間データ通信
０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（ひかり電話）／ＴＶ電話 等

ＮＧＮ

アクセス回線

バックボーン
ネットワーク

サービス

ＩＰ化

光化

高度化
大容量化

ＩＰ化の進展に伴い、事業者間の競争は、距離別・従量制料金を前提としたトラヒック獲得競争から加入者
獲得競争に移行。

ＩＰ化の進展に伴い、事業者間の競争は、距離別・従量制料金を前提としたトラヒック獲得競争から加入者
獲得競争に移行。

【参考２-１】加入者獲得競争とアクセス設備開放の必要性（1/2）
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＜当社意見＞

１．上記の例では、お客様の支払額のうち、７０％超がアクセスに係る料金。

ＩＰ時代においては、アクセス部分が競争上最も重要な要素。

２．アクセス部分の主な構成要素は、局舎・管路・とう道・電柱といったＮＴＴ東・西の線路敷設基盤。

アクセス以外の提供を行う場合も、ＮＴＴ東・西の線路敷設基盤等の利用に係る費用が発生。

３．競争を活性化させるためには、ＮＴＴ東・西のアクセスの開放が必須。

１．上記の例では、お客様の支払額のうち、７０％超がアクセスに係る料金。

ＩＰ時代においては、アクセス部分が競争上最も重要な要素。

２．アクセス部分の主な構成要素は、局舎・管路・とう道・電柱といったＮＴＴ東・西の線路敷設基盤。

アクセス以外の提供を行う場合も、ＮＴＴ東・西の線路敷設基盤等の利用に係る費用が発生。

３．競争を活性化させるためには、ＮＴＴ東・西のアクセスの開放が必須。

ＮＴＴ東日本 Ｂフレッツ＋ＫＤＤＩ ａｕ ｏｎｅ ｎｅｔ （インターネット接続：戸建て向け）の場合

７，５２８円／月

お客様の支払額

アクセスのアクセスの
割合は割合は
７２．５％７２．５％

アクセス以外
２７．５％

５，４６０円／月

２，０６８円／月

ＮＴＴ東日本
Ｂフレッツ料金
（ハイパーファミリー／
ニューファミリータイプ）

ＫＤＤＩ
ａｕ ｏｎｅ ｎｅｔ料金

局舎（スペース・電力等）
光ファイバ（局内） 等

その他費用

ＮＴＴ東・西の線路敷設基盤利用に
係る費用

＜イメージ図：ＩＰ時代＞

ＮＴＴ ＤＤＩ ＮＴＴ

＜イメージ図：電話時代＞

ＮＴＴ＋ＤＤＩ 東京ー大阪 電話３分間料金（‘８７年）

１０円 １０円２８０円

アクセスの割合は６．７％６．７％

【参考２-１】加入者獲得競争とアクセス設備開放の必要性（2/2）
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電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データ
（平成１９（２００７）年度第２四半期（９月末））より

ＡＤＳＬもＦＴＴＨに
集約されていく

ＣＡＴＶインターネット

ＦＴＴＨ

ＡＤＳＬ

ブロードバンド
（ＦＴＴＨ＋ＡＤＳＬ＋ＣＡＴＶインターネット）

ブロードバンド契約数の推移単位：万契約

【参考２-２】ブロードバンド契約数の推移
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電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データ
（平成１９（２００７）年度第２四半期（９月末））より

ＮＴＴ東・西合計シェア
７０．５％

ＦＴＴＨ契約数の事業者別シェアの推移（全体）

ＮＴＴ
東日本

ＮＴＴ
西日本

電力系
事業者

ＫＤＤＩＵＳＥＮ

その他

ＮＴＴ東・西のシェアはＮＴＴ東・西のシェアは

４年間で約１．５倍に拡大４年間で約１．５倍に拡大
ＮＴＴ東・西合計シェア

４７．３％

【参考２-３】ＦＴＴＨ契約数の事業者別シェアの推移
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１．0AB～Ｊ IP電話（ひかり電話、ひかりｏｎｅ等）の本質は、

ＮＴＴ東・西 ： 加入電話の置換えであり、シェアは７５％を超過（２００７年９月末現在）。

競争事業者 ： ゼロからの新規加入者獲得競争。

２．ＦＴＴＨは、 0AB～Ｊ IP電話だけでなくインターネット接続、映像配信サービス等も提供。

⇒ 加入電話の独占の弊害が、あらゆる次世代サービスに波及。

１．0AB～Ｊ IP電話（ひかり電話、ひかりｏｎｅ等）の本質は、

ＮＴＴ東・西 ： 加入電話の置換えであり、シェアは７５％を超過（２００７年９月末現在）。

競争事業者 ： ゼロからの新規加入者獲得競争。

２．ＦＴＴＨは、 0AB～Ｊ IP電話だけでなくインターネット接続、映像配信サービス等も提供。

⇒ 加入電話の独占の弊害が、あらゆる次世代サービスに波及。

＜問題点＞

電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データ
（平成１９（２００７）年度第２四半期（９月末））より

ＮＴＴ東・西
合計シェア
７５．３％

（第２四半期）

ＩＰ電話の利用番号数の事業者別シェアの推移（０ＡＢ～Ｊ番号）

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

ケイ・オプティコム

ＫＤＤＩ

その他

（第１四半期）

【参考２-４】０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話の事業者別シェアの推移
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＜問題点＞

＜当社意見＞

１．当社は、東電光ファイバを取得する等、出来る限り設備投資を行い、競争を促進。

２．光ファイバへの投資に加え、ＣＡＴＶ事業者との連携強化、無線アクセスなど多様なアクセスの活用を推進
しているが、圧倒的なＮＴＴ東・西の優位性は変わらず、競争が成り立たない状況。

３．国民の負担で作られた通信のための線路敷設基盤上に敷設されるＮＴＴ東・西のＦＴＴＨは、
提供地域や敷設に必要な時間などの面で競争事業者よりも優位。

⇒ ＮＴＴ東・西以外の競争事業者が、短期間にＮＴＴ東・西に匹敵するＦＴＴＨ設備を構築すること
は極めて困難。

４．ＮＴＴ東・西によるＦＴＴＨの独占が進展すれば、お客様はＮＴＴ東・西しか事業者を選択できなくなり、結果
的にお客様の利便性を大きく損なうおそれ。

１．当社は、東電光ファイバを取得する等、出来る限り設備投資を行い、競争を促進。

２．光ファイバへの投資に加え、ＣＡＴＶ事業者との連携強化、無線アクセスなど多様なアクセスの活用を推進
しているが、圧倒的なＮＴＴ東・西の優位性は変わらず、競争が成り立たない状況。

３．国民の負担で作られた通信のための線路敷設基盤上に敷設されるＮＴＴ東・西のＦＴＴＨは、
提供地域や敷設に必要な時間などの面で競争事業者よりも優位。

⇒ ＮＴＴ東・西以外の競争事業者が、短期間にＮＴＴ東・西に匹敵するＦＴＴＨ設備を構築すること
は極めて困難。

４．ＮＴＴ東・西によるＦＴＴＨの独占が進展すれば、お客様はＮＴＴ東・西しか事業者を選択できなくなり、結果
的にお客様の利便性を大きく損なうおそれ。

１．設備競争の活性化は重要であり、当社も継続的に努力していくが、ＮＴＴ東・西によるＦＴＴＨの独占が進

展する状況においては、アクセス設備に係る公正な接続ルールを整備することにより、お客様の選択肢

を確保することが必要。

２．これまでの競争の成果が無に帰さないよう、ボトルネック設備であるＮＴＴ東・西のＦＴＴＨ設備を公平な条

件で他事業者に開放することにより、事業者間の加入者獲得競争を促進すべき。

１．設備競争の活性化は重要であり、当社も継続的に努力していくが、ＮＴＴ東・西によるＦＴＴＨの独占が進

展する状況においては、アクセス設備に係る公正な接続ルールを整備することにより、お客様の選択肢

を確保することが必要。

２．これまでの競争の成果が無に帰さないよう、ボトルネック設備であるＮＴＴ東・西のＦＴＴＨ設備を公平な条

件で他事業者に開放することにより、事業者間の加入者獲得競争を促進すべき。

加入者回線設備 ： ９２．５％ （2007年3月末）

加入電話契約（既存電話＋０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話） ： ８８．２％ （2007年9月末）

ＦＴＴＨ契約 ： ７０．５％ （2007年9月末）

⇒ ＮＴＴ東・西のシェア

【参考２-５】加入者獲得競争促進のための当社要望
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ＮＴＴ東・西
Ｂフレッツ・
ひかり電話網
（ＮＧＮ）

ＮＴＴ ビル

４分岐
ＫＤＤＩ
ＩＰ網

ＦＴＴＨシェアドアクセスＦＴＴＨシェアドアクセス
４４ ×× ８８ ＝＝ ３２分岐３２分岐

◇加入電話からＢフレッツ・ひかり電話（ＮＧＮ）へのアッ
プグレードになります。

◇事業者はＮＴＴ東・西のまま変わりません。

そもそも公社時代から電話は全てＮＴＴ加入電話のお客様

＜ＮＴＴ東・西＞

＜競争事業者＞

１００

１００

１００

１００

１００

０
１００

？

加入電話のお客様

加入電話のお客様 ＦＴＴＨのお客様

８分岐

◇加入電話契約数全体に占めるＮＴＴ東・西のシェア（ＮＴＴ加入電話と0ABJ-IP 電話の合計）は88.8％（2007年6月末）
◇加入者回線設備全体に占めるＮＴＴ東・西のシェアは92.5％（2007年3月末）

新規にお客様を獲得

◇ＫＤＤＩひかりｏｎｅへの新規加入になります。
◇ＮＴＴ東・西加入電話は休止（廃止）して頂く
必要があります。

ＫＤＤＩ

営業

ＮＴＴ東・西営業

ＦＴＴＨのお客様サービスのアップグレード

※あるエリアの状況をイメージしたもの

４分岐

８分岐

【参考２-６】ＦＴＴＨにおける加入者獲得競争の構図
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英国ＢＴのアクセス分離

※ＥＡＢ（Equality of Access Board）／ＥＡＯ（Equality of Access Office)

・ＢＴのアクセス部門であるOpenreachがＢＴ社内のリテール部門と競争事業者とを公平
に扱っているかどうかを監査する組織。Openreachの公約違反行為をOfcomに報告する。

・ＥＡＢは5名で構成（ＢＴ社内から非常勤取締役1名、上級管理職1名、社外から3名）。

・ＥＡＢの活動を、ＢＴ組織内のＥＡＯ（Equality of Access Office；アクセス同等性
事務局）が補佐。 （ＥＡＢに代わって内部調査し、ＥＡＢに報告）

OpenreachのポイントＢＴ組織図

イコールアクセス委員会
（ＥＡＢ※）

Ofcom

イコールアクセス事務局
（ＥＡＯ※）

BT Group plc

Openreach
（アクセスサービス）

BT Wholesale 
（コアネットワーク卸）

BT Retail
（小売）

BT Global
Services

（国際企業向けサービス）

BT 
Northern 
Ireland
公約の対象界 サポート

報告・助言 年次報告
①利用部門（サービス提供部門）と設備部門を明確に分離。
設備部門のうち、アクセス系の設備及び職員をOpenreach
とする。
（コアネットワークは、BT Wholesaleという別組織）

②部門間の兼任は原則禁止で、システムも分離する方向

③他事業者と利用部門との「手続きの同等性」を重視。
遵守状況をイコールアクセス委員会（ＥＡＢ）が監査。

設備保有部門利用者向けサービス提供部門

◆英国では、ボトルネック設備保有による公正競争上の問題を解消するため、ＢＴのボトルネック設備保有部門（ア
クセス部門）を分離（機能分離）

◆アクセス分離の最大の狙いは、「ボトルネック設備保有部門」と、「利用者向けサービス提供部門」を組織上、明確
に区分し、競争事業者と「利用者向けサービス提供部門」との間の同等性（手続きやリードタイムの同等性、ファイ
アーウォール徹底等）を担保すること。

◆ボトルネック設備保有部門（「Openreach」としてブランドも分離）が、公平な取扱いを実施するための「公約」を遵
守しているかどうかを、第三者を交えてＢＴ組織内部からチェックする監査組織（イコールアクセス委員会）を設置。

○ＮＴＴ東・西の現行組織には、設備保有部門と設備利用部門の明確な区別無し。
○公正競争上の措置の遵守状況を監査する機能も欠如。

【参考３】海外におけるボトルネック問題への対応：アクセス分離
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20,800

15,950

7,450

54,750

14,750

44,350

18,100

3,150

207,400

Ｈ14年度末

19,700

14,750

7,450

-

50,450

-

48,250

3,150

223,500

Ｈ13年度末

2,9002,9002,7502,8003,050ＮＴＴ持株

会
社
別
従
業
員
数
（人
）

22,050

24,950

8,650

52,400

6,000

41,600

6,050

209,050

Ｈ19年12月末

21,600

22,600

8,750

52,400

5,800

42,600

6,500

199,750

Ｈ18年度末

21,650

21,300

7,650

48,800

12,250

45,400

8,150

199,100

Ｈ17年度末

205,300

Ｈ15年度末

西ＯＳ会社

東ＯＳ会社

21,55021,250ＮＴＴドコモ（連結）

18,70017,400ＮＴＴデータ（連結）

50,65052,550

ＮＴＴ西日本 12,85013,750

46,05048,300

14,20014,900ＮＴＴ東日本

7,7007,700ＮＴＴコム

201,500連結従業員数（人）

Ｈ16年度末

ＮＴＴ持株

ＮＴＴ西日本 ＮＴＴ東日本

その他のＮＴＴグループ各社

ＮＴＴ持株

その他のＮＴＴグループ各社

ＮＴＴ西日本 ＮＴＴ東日本

西ＯＳ会社 東ＯＳ会社

Ｈ１３年度末 Ｈ１９年１２月末規制逃れが進行

約9.8万人
（連結従業員数の

44.1％）

約1.2万人
（連結従業員数の

5.7％）

※ＮＴＴ持株 決算資料より

：ＮＴＴ法の適用対象

：第一種指定電気通信設備等に係る競争ルール（電気通信事業法）の適用対象

約9.4万人
（連結従業員数の

44.9％）

【参考４-１】ＮＴＴ東・西及び県域等子会社の従業員数
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NTT持株会社

システムソリューション その他の事業携帯事業長距離・国際電話事業地域通信事業

NTT東日本 NTT西日本
売上高 1兆4,804億円
経常利益 484億円
人員数 6,050人

売上高 1兆4,090億円
経常利益 229億円
人員数 6,000人

売上高 8,468億円
経常利益 917億円
人員数 8,650人

売上高
連結：3兆5,220億円

経常利益
連結： 6,250億円

人員数

連結： 22,050人

NTTデータNTTドコモNTT
コミュニケーションズ 売上高

連結： 7,145億円
経常利益
連結： 663億円

人員数

連結： 24,950人

100％出資100％出資100％出資 54.2％出資60.2％出資

NTT
ファイシリティーズ

NTＴコムウェア

100％出資

100％出資

その他

NTTドコモ北海道

NTTドコモ東北

NTTドコモ北麓

NTTドコモ東海

NTTドコモ関西

NTTドコモ中国

NTTドコモ四国

NTTドコモ九州

売上高 3,330億円
（連結： 7兆8,442億円）

経常利益 2,195億円
（連結： 8,744億円）

人員数 2,900人
(連結： 20万9,050人）

＊連結子会社422社
持株法適用会社92社

◇売上高・経常利益
ＮＴＴ持株ＨＰ［2008年3月期第3四半期(9ヵ月通算)決算］（2008年2月4日）

※

※NTT連結、NTTﾄﾞｺﾓは米国会計基準

県域等子会社

人員数 41,600人

県域等子会社

人員数 52,400人

【参考４-２】ＮＴＴグループ概要（2007年12月末現在）

NTTぷらら
映像配信事業
「4th MEDIA」
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「競争セーフガード制度に基づく検証結果（２００７年度）」に基づき講じるべき措置について（要請）

貴社が接続の業務に関して入手した情報の目的外利用の防止等について、貴社及び貴社から受託した業務を行う会社の社
員等に周知・徹底すること。また、その履行状況について報告すること。

貴社及び県域等を単位として貴社から受託した業務を行う貴社全額出資子会社（以下「県域等子会社」という。）の営業活動
において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のインターネット接続サービス（ＯＣＮ）とその他の電気通信事業者の
インターネット接続サービスの取扱いについて実質的な同等性を確保すること。また、貴社において講じた措置について報告
すること。

県域等子会社において貴社及びＮＴＴドコモグループ９社（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ド
コモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会
社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・
ティ・ティ・ドコモ九州のことをいう。）のそれぞれから受託した業務に係る情報の目的外利用の禁止が担保されるよう、県域等
子会社へその周知・徹底を図ること。また、その履行状況について報告すること。

県域等子会社において貴社からの受託業務とＮＴＴドコモグループ９社からの受託業務について会計整理が行われるよう措
置すること。また、当該会計整理の方法及びその考え方について報告すること。

貴社の役員等と県域等子会社の役員の兼務等の状況を報告すること。

上記１から５までについて、平成２０年３月３１日までに総合通信基盤局長あてに、文書で報告すること。

１

２

３

４

５

６

総務省は、２００８年２月１８日にＮＴＴ東及びＮＴＴ西に対し、総合通信基盤局長名の文書で要請（行政指導）を行った。
要請の内容は以下の通り。

【参考４-３】競争セーフガード制度の検証結果（行政指導）
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その他

手続の同等性

グループサービスの
セット割引

ドコモショップでの
Ｂフレッツ販売

ＮＴＴブランド問題

グループ内
顧客情報共有

役員兼任

県域等子会社による
ドコモショップ兼業

ＮＴＴ東・西とＮＴＴコムの
実質的共同営業

情報の目的外利用

●●「加入電話の請求書にサービスの勧誘を目的としたチラシ・申込書等を同封すること」は禁止されているが、「サービス内容・
料金等の周知を目的とするもの」は除外されているため、ＮＴＴ東・西が実質的に営業活動を行い、措置が形骸化していない
か検証が必要。

●●大手家電量販店において、ＮＴＴ東日本のＢフレッツとＮＴＴコムのＯＣＮが実質的に排他的となる形（ＯＣＮとの組み合わせ
以外では、量販店のポイント等が付与されない）でセット販売されている。ＮＴＴ東日本がＮＴＴコムを不当に優先的に取扱って
おり、ＮＴＴ東からの内部相互補助が行われているおそれがある。

●●ＮＴＴ東・西の電気通信事業に係る実務的な業務の大半を、アウトソーシング会社（ＮＴＴ各県域会社、ＮＴＴソルコ、ＮＴＴマー
ケティングアクト等）が受託しており、ＮＴＴ東・西の顧客情報等がＮＴＴグループ内の他の通信事業者に利用される等、ファイ
アーウォールが徹底されていないおそれがある。

●●ＮＴＴドコモショップにおいて、ＮＴＴ東日本のＢフレッツと携帯電話端末のセット販売が行われている。ＮＴＴ東日本からの内部
相互補助が行われている可能性がある。

●○ＮＴＴ東の100％子会社NTT-ME（保守会社）による他事業者サービスへの営業妨害が行われている。
（お客様に対し、ＮＴＴ東・西サービスから他事業者サービスに切り替えた場合、保守条件が悪くなる等と発言）

●●管路・電柱等の利用において、ＮＴＴ東・西は自社の設備の利用に特段の手続きは不要であるが、競争事業者は、ＮＴＴ東・
西との間で以下の手続きが必要であり、ＮＴＴ東・西のお客様向け開通期間をはるかに超える。

●○NTTグループカードによるNTTグループサービスのセット割引は実質的な共同営業にあたる。

●○NTT法第8条「商号の使用制限」の趣旨に鑑みれば、「日本電信電話株式会社」等の商号と同様に、一般に広く浸透してい
る「NTT」ブランドについても使用が制限されるべき。

●旧電電公社時代から継承している認知度や信頼性を想起させるブランド効果は、グループ内連携において強く発揮されるこ
とから、実質的に排他的な取扱いとなる。

４

５○ＮＴＴ東・西と県域等子会社の役員兼任は経営が実質的に一体となるおそれがある。

３●ＮＴＴ東・西の営業活動を受託している県域等子会社が、ＮＴＴドコモの法人営業を受託したり、ＮＴＴドコモショップを運営して
いるが、固定電話に関する受託業務とＮＴＴドコモの業務とのファイアーウォールが徹底されていないおそれがある。

●また、ＮＴＴ東・西からドコモへの補助が行われている可能性もある。

２●県域等子会社が、法人向けサービスの提供に当たって、ＮＴＴ東・西のサービスとＮＴＴコムのサービスをセットで販売してい
るおそれがある。

●●平成１８年８月１日にＮＴＴ東・西の法人営業をＮＴＴコムに集約した。顧客情報をグループ内で共有していることを示し、ＮＴＴ
東・西は、ＮＴＴコムを不当に優先的に取扱っている実例にあたる。

１●ＮＴＴ東・西が接続の業務に関して入手した情報を自社のＦＴＴＨサービスへの誘導に利用している。

その他引き続
き注視

行政
指導

総務省の対応
当社が提出した事例

【参考４-４】ＮＴＴグループの事業活動に係る公正競争上の問題
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（情報通信審議会答申を踏まえて整備する接続ルールとの関係）
条件１： ＮＴＴ東・西は、次世代ネットワーク及びＬＡＮ型通信網に係る接続ルールの在り方に関する情報通信審議会の答申を踏まえ接続ルールが整備される場合、これに従ったネッ

トワークのオープン化、技術的インターフェース条件等のネットワーク情報の開示、顧客からの申込み、開通工事、保守・修理、料金の請求等に対応するために必要不可欠
な情報へのアクセスの同等性確保を図るための措置を遅滞なく講ずること。また、上記答申を踏まえ、総務大臣が申請業務に係る条件を変更し、又は新たに条件を付した
場合は、当該条件に従った措置を講ずるとともに、講じた措置の内容について速やかに報告すること。
なお、次世代ネットワークに係る技術的要件については、可能な限り国際的な標準化動向と整合的なものとなるよう努めるとともに、ＩＰｖ４からＩＰｖ６への移行に伴う諸課題
について、ＩＳＰ事業者等との積極的な協議を行うこと。

（県間伝送路等に係る公正競争要件）
条件２： ＮＴＴ東・西は、県間伝送路を自ら構築する場合は、他事業者からの要望内容を踏まえて、当該県間伝送路の利用に係る料金その他の提供条件を作成し、公表すること。ま

た、当該県間伝送路を自ら構築せず、他事業者等から調達する場合は、当該県間伝送路の調達先選定手続に関して、公平性・透明性を確保すること。

（ＮＴＴ東・西間での相互接続に係る公正競争要件
条件３： ＮＴＴ東・西間で相互接続することにより申請業務を行う場合における中継伝送区間に係る接続事業者を選定するに当たっては、公平性・透明性を確保すること。また、当該

接続により申請業務を行う場合における通信手順その他の技術的条件に関するＮＴＴ東・西間の取決めについて、他の電気通信事業者との相互接続に支障を及ぼすものと
ならないことを確保すること。

（加入者情報の流用防止）
条件４： ＮＴＴ東・西は、申請業務に関して、加入電話及びＩＮＳ６４の契約に関して得た加入者情報であって、他事業者が利用できないものを用いた営業活動を行わないこと。あわせ

て、申請業務の営業活動を子会社等に委託する場合にあっては、当該子会社等が上述の情報を用いた営業活動を行わないよう管理すること。

（自己の関係会社とコンテンツ提供事業者等との公平な取扱い）
条件５： ＮＴＴ東・西は、コンテンツ配信向けサービス及びこれに係る帯域確保型サービス並びに地上デジタル放送ＩＰ再送信向けサービスの提供並びにＩＳＰ事業者との接続に当

たっては、自己の関係会社と他のコンテンツ提供事業者等及びＩＳＰ事業者とを公平に取り扱うこと。

（コンテンツ配信向けサービスに係る技術的インターフェース等の共通化等の検討）
条件６： ＮＴＴ東・西は、コンテンツ配信向けサービスの提供を受けるコンテンツ提供事業者と、ＮＴＴ東・西と接続したＩＳＰ事業者を経由してコンテンツ配信を行うコンテンツ提供事業

者とを公平に取り扱えるよう、技術的インターフェース等の共通化等について検討を行い、その検討結果を遅滞なく報告すること。

（ＩＰ電話サービスに係る番号ポータビリティの確保等）
条件７： ＮＴＴ東・西は、ＩＰ電話サービスの提供に際し、自社の加入電話（ＩＳＤＮを含む。）の利用者の電気通信番号について自社のＩＰ電話サービスへの同番移行を行う場合は、０Ａ

Ｂ～Ｊ番号ＩＰ電話サービスを提供する他事業者との同等性を確保する観点から、加入者交換機が有する番号ポータビリティの仕組みを活用すること。あわせて、０ＡＢ～Ｊ番
号ＩＰ電話サービスにおける利用者利便の向上及び公正競争確保の観点から、自社のＩＰ電話サービスと他事業者の０ＡＢ～Ｊ番号ＩＰ電話サービスとの間で相互に同番移行
が可能となるような番号ポータビリティの仕組みの実現性について検討を行い、その検討結果を遅滞なく報告すること。

（サービス内容等の変更に伴う認可申請）
条件８： ＮＴＴ東・西は、条件３の中継伝送区間に係る伝送路を自ら設置する等、サービス提供の仕組みの変更を行い、又はＮＴＴ東・西が次世代ネットワーク若しくはＬＡＮ型通信網

を用いた新たな県間のサービスを提供する場合には、改めて日本電信電話株式会社等に関する法律第２条第５項に基づく認可申請を行うこと。

※ 条件５、６は、申請Ａのみに適用。条件７は、申請Ｂのみに適用。その他は、申請Ａ～Ｃ全てに適用。

【参考５】ＮＧＮに係る活用業務に関する認可条件


